
広島県立生涯学習センター

ぱれっとひろしま

活力ある人づくりと人を活かす社会づくりをめざして、県民の生涯学習活動の促進を図ります

コミュニティ・スクールと
地域学校協働活動の一体的推進



ねらい

○コミュニティ・スクールと地域学校協働
活動の一体的推進について理解を深める。

○社会教育委員として、これから何ができ

るのかを考える。   
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地域と学校の連携について振り返ってみましょう

独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人



講 義

１－①国・県・市の動向



今後の生涯学習・社会教育の振興方策(重点事項)(案)

中央教育審議会生涯学習分科会（令和５年）：「今後の生涯学習・社会教育の振興方策（重要事項）について」、文部科学省

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/toushin/1330378_00002.htm、（参照2023-09-08）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/toushin/1330378_00002.htm、（参照2023-09-08


中央教育審議会生涯学習分科会（令和５年）：「今後の生涯学習・社会教育の振興方策（重要事項）について」、文部科学省

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/toushin/1330378_00002.htm、（参照2023-09-08）

今後の生涯学習・社会教育の振興方策(重点事項)(案)

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/toushin/1330378_00002.htm、（参照2023-09-08


コミュニティ・スクールのプラットフォームを生かして

文部科学省（令和５年）：「これからのコミュニティ・スクールに期待すること」（茨城CSフォーラム行政説明資料」



（Ｒ３～Ｒ７）

目指す姿 一人一人が、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な人々と協働して新たな価値を創造する人づくりの実現

広島県「教育に関する大綱」

広島県「教育に関する大綱」

広島県教育委員会（令和３年）：「広島県 教育に関する大綱」



広島県「教育に関する大綱」

こうしたライフサイクルの中では、学校教育にお

いて本県が取り組んでいる「学びの変革」などによ
り、これからの社会で活躍するために必要な資質・
能力を身に付けるとともに、学校卒業後においても
生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高め、
働くことや、地域や社会の課題解決のための活動
につなげていくことが必要となる。

生涯にわたって学び続けるための環境づくり

広島県教育委員会（令和３年）：「広島県 教育に関する大綱」



このため、先に掲げたリカレント教育を受ける環境を整えて
いくことに加え、

学校や公民館、図書館、博物館等の社会教育施設をはじ
めとする「学びの場」を拠点として、地域の学びを支える人
材を育成していくとともに、

関係機関・団体等と連携・協働を進め、それぞれの「学び
の場」が実施する地域の課題解決などの取組を支援する
ことを通じて、学習機会の充実を図っていく。

広島県「教育に関する大綱」

生涯にわたって学び続けるための環境づくり

広島県教育委員会（令和３年）：「広島県 教育に関する大綱」



講 義

１－②社会教育委員の役割



地域における社会教育の目指すもの

地域における社会教育の意義と果たすべき役割

人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の
振興方策について（中央教育審議会答申 H30.12）

人づくり
自主的・自発的な学び
による知的欲求の充足、
自己実現・成長

つながりづくり
住民の相互学習を通じ、
つながり意識や住民同士
の絆の強化

地域づくり
地域に対する愛着や帰属意識、地域の
将来像を考え取り組む意欲の喚起
住民の主体的参画による地域課題解決

学びと活動の好循環



◆社会教育行政に地域の意見等を反映
させるために設けられた制度です。

◆非常勤の特別職の公務員で、学校
教育・社会教育・家庭教育の関係者
等が委嘱されています。

社会教育委員とは
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諮問

※市町村の社会教育委員に限る

社会教育委員の職務（イメージ）



講 義

１－③

コミュニティ・スクールと

地域学校協働活動の一体的推進



コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の必要性

独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人



独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の必要性



独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の必要性



独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の必要性



独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の必要性



独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に向けて



独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に向けて



コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に向けて

文部科学省（令和２年）「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」



コミュニティ・スクールとは

ゆるやかな
ネットワーク

OKではなくＬｅｔ′ｓ

子供を主語に

文部科学省（令和２年）「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」



地域学校協働活動とは

文部科学省（令和２年）「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」



学校と地域がパートナーに！

文部科学省（令和２年）「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」



地域と学校の連携について振り返ってみましょう



コミュニティ・スクールの導入状況（H29）

独立行政法人教職員支援機構（平成30年）『「地域開かれた学校」から「地域とともにある学校へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と
地域の連携・協働～』、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人



コミュニティ・スクールの導入状況（R４）

文部科学省（令和５年）：「これからのコミュニティ・スクールに期待すること」（茨城CSフォーラム行政説明資料」



協 議

協 議
社会教育委員として

できること



協 議

【テーマ】
「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進のために
社会教育委員としてできること」

① 学校と地域の連携・協働についての

「自慢できること」

② 学校と地域の連携・協働についての

「課題」

【協議の手順】
①学校運営協議会を中心とした地域と学校の連携・協働
の現状について（２～３名の方の発表）

②グループで意見交流「自慢できること」「課題」
※時間は５分、時間配分を考えて。
※相手の意見を否定せず、傾聴しながら。



協 議

③ ②で思い浮かべた課題を解決するために、社会教育委員としてどんなこ
とができそうですか？

【協議の手順】KJ法
①１人ずつ発表
→ワークシート（グループに１枚）に付箋を貼る。

②同じ内容の付箋はかためて貼る。
異なる内容の付箋は新しい所に貼る。

③同じ内容でグルーピングして、タイトルをつける。
④付け加えや新たな意見は、適宜付箋に書いて貼る。

全体交流

【テーマ】
「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進のために
社会教育委員としてできること」



これからの社会教育委員に求められること

自ら考え行動する社会教育委員

【学ぶ】
・社会教育の活動に積極的に参加し自らが学ぶ

 ・地域の実情や地域課題に詳しくなる

【伝える】
・自らの意見や地域の情報を行政に伝える

 ・社会教育の情報や成果を地域に届ける

【つなぐ・広げる】
・多様な主体（住民、行政、学校、NＰＯ、企業…）をつなげる

 ・地域の社会教育のネットワークを広げる

社会教育のリーダーとしての大きな期待がみなさまに！



(1)国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（平成1９年）：「社会教育委員の職務等

 の実態に関する調査研究報告書」

(2)文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会（令和４年）：「第11期中央教育審議会生涯学

 習分科会における議論の整理【概要】」、（令和５年）：「今後の生涯学習・社会教育の

振興方策（重要事項）について」

(3)文部科学省（令和５年）：「これからのコミュニティ・スクールに期待すること」（茨城

 県CSフォーラム行政説明資料）

(4)広島県（令和３年):「広島県教育に関する大綱」 

(5)文部科学省（令和２年）:「これからの学校と地域－コミュニティ・スクールと地域学校協  

働活動」

(6)独立行政法人教職員支援機構（平成29年）：『「地域に開かれた学校」から「地域ととも

にある学校」へ～コミュニティ・スクールを核とした学校と地域の連携・協働～』、文部科

学省初等中等教育医局参事官 木村直人

参考資料
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